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洞爺湖町情報公開・個人情報保護審査会条例新旧対照表（第１条関係） 

改   正   案 現       行 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 略 

 

 

⑵ 略 

⑶ 実施機関 情報公開条例第２条第２号及び特定個人情報保護条例第

２条第１号に規定する実施機関並びに個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第１０５条第３項におい

て準用する同条第１項の規定により審査会に諮問をした実施機関をい

う。 

 

（所掌事項） 

第３条 審査会は、実施機関が諮問する次に掲げる事項について審査し答申

するものとする。 

⑴ 情報公開条例第１７条に規定する審査請求に関すること。 

⑵ 法第１０５条第３項において準用する同条第１項に規定する審査請

求に関すること。 

⑶ 特定個人情報保護条例第３６条に規定する審査請求に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、法、情報公開条例及び特定個人情報保護

条例の規定により実施機関が諮問する事項に関すること。 

 

２ 略 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 略 

⑵ 個人情報保護条例 洞爺湖町個人情報保護条例（平成１８年洞爺湖町

条例第１４号）をいう。 

⑶ 略 

⑷ 実施機関 情報公開条例第２条第２号、個人情報保護条例第２条第３

号及び特定個人情報保護条例第２条第１号に規定する実施機関をいう。 

 

 

 

 

（所掌事項） 

第３条 審査会は、実施機関が諮問する次に掲げる事項について審査し答申

するものとする。 

⑴ 情報公開条例第１７条に規定する審査請求に関すること。 

⑵ 個人情報保護条例第３３条に規定する審査請求に関すること。 

 

⑶ 特定個人情報保護条例第３６条に規定する審査請求に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、情報公開条例、個人情報保護条例及び特

定個人情報保護条例の規定により実施機関が諮問する事項に関するこ

と。 

２ 略 
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洞爺湖町手数料条例新旧対照表（第２条関係） 

改   正   案 現       行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 単位等 額 

１～３０ 略   

３１ 個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）第８９条第２項に規定

する開示請求の複写の交付に係る手数料 

  

⑴ 日本工業規格によるA版及びB版（モノ

クロ）の交付手数料 

片面１枚に

つき 

１０円 

⑵ 日本工業規格によるA版及びB版（カラ

ー）の交付手数料 

片面１枚に

つき 

２０円 

３２ 前各項以外の公簿・公文書類の閲覧及

び複写の交付に係る手数料 

略 略 

３３ 前項の謄抄本の交付に係る手数料 略 略 

３４ 前各項以外の諸証明手数料 略 略 

備考 略 
 

事務の種類 単位等 額 

１～３０ 略   

３１ 前各項以外の公簿・公文書類の閲覧及

び複写の交付に係る手数料 

略 略 

３２ 前項の謄抄本の交付に係る手数料 略 略 

３３ 前各項以外の諸証明手数料 略 略 

備考 略 
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洞爺湖町特定個人情報保護条例新旧対照表（第３条関係） 

改   正   案 現       行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。 

⑴ 実施機関 洞爺湖町個人情報保護条例（平成１８年洞爺湖町条例第

１４号）第２条第３号に規定する実施機関をいう。 

⑵～⑸ ⑵～⑸ 

 

（適用除外等） 

 

 

 

第３９条 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、

検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保

護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る特定個人情報（当該裁判、

処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦

の上申があった者に係るものに限る。）については、適用しない。 

（適用除外等） 

第３９条 洞爺湖町個人情報保護条例の規定は、実施機関における特定

個人情報の取扱い並びに保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止

については、適用しない。 

２ 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察

官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処

分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る特定個人情報（当該裁判、処

分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の

上申があった者に係るものに限る。）については、適用しない。 
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洞爺湖町職員の定年等に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

改   正   案 現       行 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

第５章 雑則（第１４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、第２８

条の２、第２８条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第２８

条の７の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

第２章 定年制度 

第２条 略 

（定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。 

（定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこ

ととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規

定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超

えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事して

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

の２第１項から第３項まで及び第２８条の３の規定に基づき、職員の定年

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

第２条 略 

（定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。 

（定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこ

ととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で

期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる
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いる職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、

第９条の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以

下この項及び次項において同じ。）（同条の規定により延長された異動期

間を含む。）を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職（第

６条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。）を占めて

いる職員については、第９条の規定により当該異動期間を延長した場合で

あって、引き続き勤務させることについて町長の承認を得たときに限るも

のとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の

末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務

の運営に著しい支障が生ずること 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該

職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著

しい支障が生ずること 

⑶ 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる

特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障

が生ずること 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来

する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるとき

は、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長

することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日（同

項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職

に係る異動期間の末日）の翌日から起算して３年を超えることができな

い。 

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その

職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。 

 

⑶ 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる

特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障

が生ずるとき。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来

する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、１年を

超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、そ

の職員に係る定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができな

い。 
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３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続き勤務させる場合、又は

前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければ

ならない。 

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及

び第２項の規定により期限が延長された職員について、第１項の期限又は

第２項の規定により延長された期限が到来する前に第１項各号に掲げる

事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて

当該期限を繰り上げるものとする。 

５ 略 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職

とする。 

⑴ 洞爺湖町職員の給与に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号）

第１１条第１項に規定する職 

⑵ 洞爺湖町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年洞

爺湖町条例第１７号）第１０条第１項に規定する職 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢

６０年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以

下この章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、

法第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定

めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、又

は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なけれ

ばならない。 

４ 任命権者は、第１項の期限又は第２項の規定により延長された期限が到

来する前に第１項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同

意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。 

 

 

５ 略 
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⑴ 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、

降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第１０条に

おいて「降任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の

標準的な職に係る法第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行

能力（次条第３項において「標準職務遂行能力」という。）及び当該降

任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任

等をすること。 

⑵ 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管

理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちでき

る限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

⑶ 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理

監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督

職を占める職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の

職への降任等もする場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況

その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職

職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当

該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をするこ

と。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の

特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員に

ついて、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監

督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達

した日の翌日から同日以後における最初の４月１日までの間をいう。以下

この章において同じ。）の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内
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（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の

翌日から定年退職日までの期間内。）で当該異動期間を延長し、引き続き

当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ

ることができる。 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することが

できず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該

職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務

の運営に著しい支障が生ずること。 

⑶ 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特

別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に

著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につい

て、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、町長の承認を

得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない

期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該

異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。）で延長された当該

異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動

期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日

から起算して３年を超えることができない。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合には、

あらかじめ職員の同意を得なければならない。 
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（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合におい

て、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅した

ときは、他の職への降任等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用さ

れる職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

が退職する場合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢

６０年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間

当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間

勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し

短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。）に採用す

ることができる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようと

する短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職

員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を

占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者で

あるときは、この限りでない。 

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（町が加入する地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部事

務組合及び広域連合をいう。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実

績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用

することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 
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第５章 雑則 

（委任） 

第１４条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ 略 

（定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中

「６５年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律に

より任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項にお

いて同じ。）が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項

において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）

（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者

で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用

された職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年

度の末日を経過することとなった職員（以下この項において「末日経過職

員」という。）を除く。）にあっては、当該職員が採用された日から同日

 

 

 

 

附 則 

 

略 
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の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異

動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前

年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以

後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提

供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認す

るよう努めるものとする。 
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洞爺湖町職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改   正   案 現       行 

（初任給、昇格、昇給の基準） 

第７条 略 

１０ 地方公務員法第２２条の４第１項及び第２２条の５第１項の規定に

より採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職

員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、

勤務時間条例第２条第３項又は第４項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 

  

 

  

  

  

  

   

（通勤手当） 

第１５条 略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

⑴ 略 

（初任給、昇格、昇給の基準） 

第７条 略 

１０ 地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任

用職員」という。）の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給

料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

  

  

   

 

１１ 地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る再任用職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は

前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例

第２条第３項又は第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

  

（通勤手当） 

第１５条 略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

⑴ 略 
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⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位

期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤務職員の

うち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を

減じた額） 

ア～ス 略 

⑶ 略 

３～６ 略 

  

（時間外勤務手当） 

第１８条 略 

２～４ 略 

５ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日に

おいて、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とそ

の勤務した日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達する

までの間の勤務に対する第１項の規定の適用については、同項中「正規

の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００

分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合」と

あるのは「１００分の１００」とする。 

６ 略 

  

（期末手当） 

第２１条 略 

２～５ 略 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位

期間につき、それぞれ次に定める額（再任用短時間勤務職員のうち、

支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた

額） 

ア～ス 略 

⑶ 略 

３～６ 略 

  

（時間外勤務手当） 

第１８条 略 

２～４ 略 

５ 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、

正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務し

た日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間

の勤務に対する第１項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時

間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２

５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは

「１００分の１００」とする。 

６ 略 

  

（期末手当） 

第２１条 略 

２～５ 略 
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６ 定年前再任用短時間勤務職員に対する第２項の規定の適用について

は、同項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」と

する。 

  

（勤勉手当） 

第２４条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た

額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員

の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

⑴ 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額を加算した額に１００分の１００を乗じて得た額の

総額 

⑵ 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４７．５を乗じて得

た額の総額 

３～５ 略 

  

（特定の職員についての適用除外） 

第２５条 略 

２ 第１２条、第１３条、第１４条及び第１７条の規定は、定年前再任用

短時間職員には適用しない。 

６ 再任用職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」とする。 

  

 

（勤勉手当） 

第２４条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た

額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員

の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

⑴ 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額

を加算した額に１００分の１００を乗じて得た額の総額 

 

⑵ 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に１００分の４７．５を乗じて得た額の総額 

 

３～５ 略 

  

（特定の職員についての適用除外） 

第２５条 略。 

２ 第１２条、第１３条、第１４条及び第１７条の規定は、再任用職員に

は適用しない。 
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   附 則 

１～３８ 略 

 （特定日以後の職員の給料月額の特例） 

３９ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後にお

ける最初の４月１日（附則第４１項において「特定日」という。）以後、

当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務

の級並びに受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものと

する。）とする。 

４０ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員及び非常勤職員 

⑵ 定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員

（定年条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用さ

れていた職員を除く。） 

⑶ 定年条例第９条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定す

る異動期間（同条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含

む。）を延長された定年条例第６条に規定する職を占める職員 

４１ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員で

あって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項において「異動

日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員の

うち、特定日に附則第３９項の規定により当該職員の受ける給料月額（以

下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該

   附 則 

１～３８ 略 
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職員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、

５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円

未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。以

下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職

員（町長が別に定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附

則第３９項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月

額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

４２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給

料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給

料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基

礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の

級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

４３ 附則第３９項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 

職員の 

区分 

職務 

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号俸 給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 

職員の 

区分 

職務 

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号俸 給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

再任用職

員以外の

職員 

略 

-17-



員以外の

職員 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

１８

７，７

００ 

２１

５，２

００ 

２５

５，２

００ 

２７

４，６

００ 

２８

９，７

００ 

３１

５，１

００ 

３５

６，８

００ 
 

  

  

定年前再

任用職員 

 

 １８

７，７

００ 

２１

５，２

００ 

２５

５，２

００ 

２７

４，６

００ 

２８

９，７

００ 

３１

５，１

００ 

３５

６，８

００ 
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洞爺湖町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

改   正   案 現       行 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号並びに同法第２２条の

４第１項に規定するもの（以下「職員」という。）の給与の種類は、

給料及び手当とする。 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号並びに同法第２８条の

５第１項に規定するもの（以下「職員」という。）の給与の種類は、

給料及び手当とする。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （再任用職員についての適用除外） 

第１６条の２ 第４条、第４条の２及び第７条の規定は、地方公務員法

第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された

職員には適用しない。 

 

第１６条の２ 第４条、第４条の２及び第７条の規定は、地方公務員法

第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員には適用しない。 
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洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

改   正   案 現       行 

（１週間の勤務時間） 

第２条 略 

２ 略 

３ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定に

より採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間

を超えない期間につき１週間当たり１５時間３０分から３１時間まで

の範囲内で、任命権者が定める。 

  

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員

については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるも

のとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員につ

いては、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間に

おいて週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき

７時間４５分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間

勤務職員については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤

務の内容に従い１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間

（１週間の勤務時間） 

第２条 略 

２ 略 

３ 地方公務員法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項の規定に

より採用された職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の勤

務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超

えない期間につき１週間当たり１５時間３０分から３１時間までの範

囲内で、任命権者が定める。 

 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員

については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるも

のとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、

日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週

休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき

７時間４５分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間

勤務職員については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤

務の内容に従い１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間
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を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間

４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

  

（特別な形態による週休日及び勤務時間の割振り） 

第４条 略 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め

る場合には、規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８

日の週休日（育児短時間勤務職員にあっては８日以上で当該育児短時

間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員にあっては８日以上の週休日）を設けなければなら

ない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間

勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容）により、４週間ご

との期間につき８日（育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、８日以上）の週休日を設

けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定める

ところにより、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の

割合で週休日（育児短時間勤務職員にあっては、４週間を超えない期

間につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に

従った週休日）を設ける場合には、この限りでない。 

  

（年次有給休暇） 

第１２条 年次有給休暇は、１年度ごとにおける休暇とし、その日数は、

１年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に

を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間４５分

を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

 

（特別な形態による週休日及び勤務時間の割振り） 

第４条 略 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め

る場合には、規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８

日の週休日（育児短時間勤務職員にあっては８日以上で当該育児短時

間勤務の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員にあっては８日以上の週休日）を設けなければならない。

ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職

員にあっては、当該育児短時間勤務の内容）により、４週間ごとの期

間につき８日（育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員にあっては、８日以上）の週休日を設けることが困

難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、

４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日

（育児短時間勤務職員にあっては、４週間を超えない期間につき１週

間当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休

日）を設ける場合には、この限りでない。 

 

（年次有給休暇） 

第１２条 年次有給休暇は、１年度ごとにおける休暇とし、その日数は、

１年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に
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掲げる日数とする。 

⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員、定

年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、

その者の勤務時間等を考慮し２０日を超えない範囲内で規則で定め

る日数） 

⑵及び⑶ 略 

２及び３ 略 

  

（臨時又は非常勤の職員の勤務時間、休暇等） 

第１９条 臨時又は非常勤の職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休暇等については、第２

条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、

町長の定める基準に従い、任命権者が定める。 

  

掲げる日数とする。 

⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員、再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者

の勤務時間等を考慮し２０日を超えない範囲内で規則で定める日

数） 

⑵及び⑶ 略 

２及び３ 略 

  

（臨時又は非常勤の職員の勤務時間、休暇等） 

第１９条 臨時又は非常勤の職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休暇等については、第２条から

前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、町長の

定める基準に従い、任命権者が定める。 

  

 

-22-



洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例新旧対照表（第５条関係） 

改   正   案 現       行 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

⑴ 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

⑵ 洞爺湖町職員の定年等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第２１

号。以下「定年条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定により

引き続き勤務している職員 

⑶ 定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長された

期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

⑷ 略 

 

（育児短時間勤務をすることができない職員） 

第９条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

⑴ 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

⑵ 定年条例第４条第１項又は第２項の規定により引き続き勤務してい

る職員 

⑶ 定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長された

期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 

（育児短時間勤務職員等についての町職員給与条例の特例） 

第１７条 育児短時間勤務をしている職員（育児休業法第１７条の規定によ

る短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」とい

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

⑴ 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

⑵ 洞爺湖町職員の定年等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第２１

号）第４条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員 

 

 

 

⑶ 略 

 

（育児短時間勤務をすることができない職員） 

第９条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

⑴ 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

⑵ 洞爺湖町職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定

により引き続いて勤務している職員 

 

 

 

（育児短時間勤務職員等についての町職員給与条例の特例） 

第１７条 育児短時間勤務をしている職員（育児休業法第１７条の規定によ

る短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」とい
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う。）についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げ

る給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

略 略 略 

第１５条第２項

第２号 

略 略 

定年前再任用短時間勤

務職員 

育児短時間勤務職員等 

略 略 略 

 

（部分休業をすることができない職員） 

第１８条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

⑴ 略 

⑵ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非

常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。） 

 

（部分休業の承認） 

第１９条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をい

う。以下同じ。）の承認は、正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用

短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該

非常勤職員について定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、３

０分を単位として行うものとする。 

２及び３ 

う。）についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げ

る給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

略 略 略 

第１５条第２項

第２号 

略 略 

再任用短時間勤務職員 育児短時間勤務職員等 

 

略 略 略 

 

（部分休業をすることができない職員） 

第１８条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

⑴ 略 

⑵ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非

常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再

任用短時間勤務職員等」という。）を除く。） 

 

（部分休業の承認） 

第１９条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をい

う。以下同じ。）の承認は、正規の勤務時間（非常勤職員（再任用短時間

勤務職員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤

職員について定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、３０分を

単位として行うものとする。 

２及び３ 
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洞爺湖町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例新旧対照表（第６条関係） 

改   正   案 現       行 

第５条 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

⑴～⑶ 略 

⑷ 洞爺湖町職員の定年等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第

２１号。以下「定年条例」という。）第４条の規定により引き続い

て勤務させることとされている職員 

 

⑸ 定年条例第９条の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

⑹ 略 

 

第５条 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

⑴～⑶ 略 

⑷ 洞爺湖町職員の定年等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第

２１号）第４条の規定により引き続いて勤務させることとされ、又

は同条例第５条の規定により引き続き勤務した後退職した者を採用

することとされている職員 

 

 

⑸ 略 
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洞爺湖町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表（第７条関係） 

改   正   案 現       行 

（報告事項） （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報

告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び

同法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報

告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び

同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

⑴～⑽ 略 

 

⑴～⑽ 略 
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職員の懲戒の手続及び効果に関する条例新旧対照表（第８条関係） 

改   正   案 現       行 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料

（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、報酬）の１

０分の１以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額

が現に受ける給料の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額

を減ずるものとする。 

 

第３条 減給は、１日以上６月以下給料（法第２２条の２第１項第１号

に掲げる職員にあっては、報酬）の１０分の１以下を減ずるものとす

る。 
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洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例新旧対照表（第９条関係） 

改   正   案 現       行 

（日割計算） 

第８条 第６条又は前条第１項の規定により給料を支給する場合（給料

を月額で定める者に支給する場合に限る。）であって、月の途中で新

たに会計年度任用職員になった者又は月の途中で退職した会計年度任

用職員に給料を支給する場合の給料の額は、洞爺湖町職員の給与に関

する条例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号。以下「給与条例」とい

う。）の行政職給料表の適用を受ける職員のうち法第２２条の４第１

項、第２２条の５第１項の規定により採用された職員以外の者（以下

「一般職員」という。）の例により計算する。 

 

（日割計算） 

第８条 第６条又は前条第１項の規定により給料を支給する場合（給料

を月額で定める者に支給する場合に限る。）であって、月の途中で新

たに会計年度任用職員になった者又は月の途中で退職した会計年度任

用職員に給料を支給する場合の給料の額は、洞爺湖町職員の給与に関

する条例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号。以下「給与条例」とい

う。）の行政職給料表の適用を受ける職員のうち法第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員以外の者（以下「一般職員」という。）の例

により計算する。 
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洞爺湖町国民健康保険条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第４条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主に対し、出産育児一時金として４８万８千円を支給する。ただし、

町長が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条の規

定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、

これに３万円を上限として加算するものとする。 

第４条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主に対し、出産育児一時金として４０万８千円を支給する。ただし、

町長が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条の規

定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、

これに３万円を上限として加算するものとする。 

２ 略 ２ 略 

 

 

洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

別表第２（第１１条関係） 

１ キャンプ場を利用する場合 

(1) キャンプ場に入場する場合 

施設維持費 大人 １人１日につき ６００円 

１人１泊につき １，２００円 

小人 １人１日につき ３００円 

１人１泊につき ６００円 

備考 略 

 

２～４ 略 

別表第２（第１１条関係） 

１ キャンプ場を利用する場合 

(1) キャンプ場に入場する場合 

施設維持費 大人 １人１日につき ５００円 

１人１泊につき １，０００円 

小人 １人１日につき ２００円 

１人１泊につき ５００円 

備考 略 

 

２～４ 略 
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